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  第１章  計画概要                 

１ . 計 画改訂の趣旨  

  本 市では、令和５年３月に第３次天草市スポーツ推進計画 (令和５年～

令和 11 年 ) (以 下、「本計画」という。 )を策定し、「日本一の健康寿命都

市」の実現に向けて、さまざまな取り組みを推進しています。  

  こ の間、国においては、スポーツ基本法に基づき、スポーツに関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため 、令和４年３月に第３期スポー

ツ基本計画（令和４年～令和８年）に基づく施策が展開され、令和７年７

月の中間評価では、令和６年度までの取り組みの進捗状況 と課題が示さ

れました。  

また、熊本県においても、令和６年 12 月に第３期熊本県スポーツ推進

計画（令和６年～令和１０年）が策定され、「スポーツによる人が輝く豊

かなくまもとづくり」を基本理念に、さまざまな施策が展開されています。 

本市では、「天草市スポーツ拠点施設整備基本計画」に基づき、 400ｍ

ト ラ ッ ク の 天 草 市陸 上 競 技 場 (令 和 ５ 年 ７ 月 供 用 開 始 )や 人 工 芝 の 本 渡 運

動公園多目的広場（令和 6 年 7 月供用開始）の整備を進めてきました。  

さらに、整備した施設を多くの市民や市外から訪れる競技者等に最大限

に活用していただき、スポーツ振興による市民の健康増進や地域経済の活

性化につなげるため、令和４年４月に発足した「天草市スポーツコミッシ

ョン（以下、「市スポーツコミッション」という。）」を中心に各スポーツ

団体や競技者はもとより、運動をする人もしない人も含めたすべての市民

が能動的に運動やスポーツに関わり、スポーツ文化の醸成と地域活性化に

つながる活動を展開しています。  

今回、これまでの取り組みの成果・課題を検証し、さらに変化していく

社会環境・スポーツ環境に対応して、より一層、市民が生涯にわたって運

動やスポーツに親しむことができる環境をつくるため、令和７年度までの

本計画を振り返り、改善すべき部分は改善するとともに、上位計画である

第 3 次天草市総合計画（以下、「本総合計画」という。）が市長マニュフェ

ストを反映させた後期基本計画に改訂されたことに伴い、本総合計画との

整合を取りながら今後の計画を実行していくため、第３次天草市スポーツ

推進計画（改正版） (以下、「本計画（改訂版）」という。 )を策定すること

といたしました。  
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２ . 計 画の位置づけ  

  本 計 画は、本市においてスポーツを推進していくための基本計画であ

り、競技性の高いスポーツからウォーキングやジョギングなどの軽い運

動、登山やマリンスポーツなどの野外スポーツ、遊びの要素を取り入れた

レクレーションスポーツなどを含めて計画の対象としています。  

  計 画策定にあたっては、天草市の基本方針である「第３次天草市総合計

画」を上位の計画と位置づけ、スポ―ツを通して計画の実現に向けて推進

していきます。また、市の関連する施策分野毎の計画と連携・整合性を図

るほか、国のスポーツ基本法に基づく「スポーツ基本計画」や「熊本県ス

ポーツ推進計画」を踏まえた計画となります。  

 

 

３ .  計 画の期間  

  第 3 次天草市スポーツ推進計画は、第３次天草市総合計画との整合を

図るため“令和５年度から令和 11 年度まで”を計画期間としており、今

回の計画はその中間見直しの改訂版にあたります 。本改訂版には令和８

年度から令和 11 年度の 4 年間の取り組みを記載しています。  

 

 ４ .  基 本理念  

〔 スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”〈スポーツは文化！！〉 〕 

  子 どもから高齢者まで、初心者からトップアスリートまで、障がいのあ

る人もない人も、すべての市民が「する」「みる」「ささえる」いずれの関

わりを持ち、スポーツの楽しさや感動を分かち合い、互いに支え合いなが

ら明るく活力のある「日本一の健康寿命都市」を目指します。  

 

第３次天草市総合計画 

第３次スポーツ推進計画 
市の 

分野別計画 

計画の位置づけ 

天草市 

スポーツ拠点施設整備基本計画 

スポーツ基本法 

スポーツ基本計画 

熊本県スポーツ推進計画 

整合 整合 

補完整合 

連携 
整合 

参酌 

整合 
調和 

天草市 

スポーツコミッション活動戦略 

国 

県 

天草市 
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 ５ .  基 本方針（改訂前）  

  本 計画の前期では、次の４項目を基本方針として推進しました。  

  本 計画（改訂版）では、この枠組みを見直して進めていきます。  

 

Ⅰ .人 ・ 健 康 ・体力づ くりの推進  

   市民一人ひとりがライフスタイルや目的に応じて、スポーツや運動に親しむ

ことにより健康寿命日本一を目指します。また、アスリートを目指す人は技術

を極めトップを目指し、子ども達はスポーツを通して体力向上や他者を思いや

る心を育みながら、天草を支える人材づくりにつなげます。 

 

 

 

 Ⅱ .地 域 ・ 絆 づくり の推進  

   スポーツを通して人と人が結びつき、仲間同士がつながり、地域間の交流が

促進され、地域全体の一体感や活力を醸成して、安心して住みたいと思える天

草づくりにつなげます。 

 

 

 

 Ⅲ .市民と来訪者が交流する機会づくりと大会・合宿誘致の推進  

   スポーツ大会や合宿等を通して、市外から多くの人(選手、スタッフ、応援者)

を呼び込み、市内の宿泊・観光産業と連携して、スポーツ・文化・経済を含め

た地域の活性化につなげます。また、市内で開催するスポーツ大会をより魅力

のあるものにして、天草ファンをさらに増やしていきます。 

 

 

 

 Ⅳ .ス ポ ー ツ を支え る 人材の育成 と 基盤の整備  

   多様化するスポーツに対するニーズに応えていくために、日常の運動から

様々なスポーツ大会まで幅広く行える施設の整備やスポ―ツを「ささえる」観

点からスポーツボランティアを育成し、スポーツ環境を整える基盤づくりを行

います。 
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６ . ス ポーツＳＤＧｓ  

   ２ ０ １５年９月の国連サミットにおいて採択された『持続可能な開

発目標 (ＳＤＧｓ )』は、持続可能な世界を実現するための１７のゴール

と１６９のターゲットから構成されており、「地球上の誰一人として取

り残さない社会の実現」を目指す国際目標です。  

   ス ポ ーツ庁においては、このＳＤＧｓの達成にスポーツで貢献して

いくこととしており、スポーツの持つ人々を集める力や人々を巻き込

む力を使って、ＳＤＧｓの認知度の向上、ひいては、社会におけるスポ

ーツの価値のさらなる向上に取り組んでいます。  

   本 市においても、スポーツによる取り組みや各施策は、ＳＤＧｓが掲

げる理念・考え方と共通するところが多く、本計画の基本方針ごとに関

連するゴールマークを掲載し、その推進を図ります。  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

  第２章  計画前期の振り返り            

天草市スポーツ推進計画（第３次）で取り組んできた状況について次のとおり振り

返ります。  

 

●【基本方針Ⅰ（前期）】人・健康・体力づくりの推進                      
《取り組み状況》  

１）幼児期からの体力向上に向けた取り組みの推進  

項目  令 和 5 年 度  令 和 6 年 度  

子 ど も の 運 動 指 針 に 基 づ い た

支援プログラム  

保 育 園等 10 ヵ所  保 育 園 7 ヵ所  

幼児期の運動習慣の定着を目指して、「子どもの運動指針に基づいた支援プログ

ラム」を実施。令和 5 年度と 6 年度の 2 カ年で、延べ保育園 17 ヵ所で運動能力

調査を行い、測定結果に基づき園児が体の動かし方を習得できるよう保育園と連携

しました。  

 

２）学校教育等におけるスポーツの推進  

項目  令 和 5 年 度  令 和 6 年 度  

運 動 遊 び教室  栖 本 31 人 、本 町 32 人 、楠 浦 17

人 、 佐 伊津 21 人 、 牛深東 9 人  

計 5 カ 所 （ 110 人 ）  

栖 本 40 人 、 本町 23 人 、楠 浦 8 人 、

佐 伊津 23 人 、牛 深東 17 人  

計 5 カ 所 （ 111 人 ）  

小学校等に指導者を派遣して、遊びの中で身体の動きづくりを指導し「放課後時

間等を活用した運動遊び教室」を実施。 2 カ年で延べ 10 カ所２２ 1 人の児童を対

象に実施しました。  

 

３）運動スポーツを通して体力、健康、生きがいづくりの促進と機会の確保  

項目  令 和 5 年 度  令 和 6 年 度  

市 民 向 け 運 動 イ ベ

ント  

・ ハ ロ ウィンウォーク（ 450 人 ）  

・ ア ク ティブサンタ（ 60 人 ）  

・ バ レ ンタインウォーク（ 58 人 ）  

・牛 深 ア ドベンチャーレース（ 99 人） 

・ ア ク ティブサンタ（ 86 人 ）  

・歩 活 オ ンラインウォーキング（ 140

人 ）  

・ ス ト リート陸上（ 66 人）  

健 康 運 動教室  43 教 室 ・週 2 回・ 398 人 登 録  同 左 ・ 396 人 登 録  

AMA-SPO ク ラ ブ  ７ ク ラ ブ・延べ 224 回 (2 ,048 人 ) ６ ク ラ ブ・ 延べ 228 回 (2 ,678 人 ) 

  体 力 、 健康、生きがいづくりの促進と機会の確保のため、「健康運動教室 」や

「 AMA-SPO クラブ」を実施。また、市民のニーズに合った運動の場、市民の体を

動かすきっかけづくりとした各種ウォーキングイベントを実施しました。  

 

４）障がい者スポーツの推進  

項目  令 和 5 年 度  令 和 6 年 度  

障 が い 者 ス ポ ー ツ フ ェ ス

タ  

ニ ュ ー スポーツ 4 種目 実施（ 51

人 ）  

ニ ュ ー ス ポ ー ツ ・ パ ラ ス ポ ー ツ 体

験 5 種 目 と講話を実施（ 95 人 ）  

障がい者スポーツフェスタを実施。また、日本パラ陸上競技連盟の強化選手合宿

を誘致し、観光振興課と連携したモニター調査を実施。練習・宿泊・観光等の場面

における障がい者視点での不便さやニーズを把握しました。  
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《実績値の分析・課題》  

 

成 人 の 週 １ 回 以 上 の ス ポ ー ツ 実 施 率 は 令 和 ５ 年 度 が 63.2％ で 、 令 和 ６ 年 度 が

59.3％と減少しているが、健康運動教室（ 43 教室）や市民のニーズに合った運動

の場の提供により、体を動かす楽しさなどが市民の意識に定着しつつあることから、

令和６年度の国の実施率 52.5％、県の実施率 55.7％と比較すると高い実績とな

っています。  

・子どもの週３回以上のスポーツ実施率は、令和 6 年度の小学生は 59.0％、中学生

は 72.1％と令和 3 年度よりいずれも減少、高校生は 63.9％と増加していますが、

全体としてスポーツの実施率は減少傾向にあります。（令和３年度：小学生 62.6％、

中学生 74.8％、高校生 62.6％）  

・小学生の週３日以上のスポーツ実施率は、社会体育移行前の平成 30 年度（ 70.3％）

と比べ大きく減少し、スポーツ活動に親しむ子ども達とそうではない子ども達の二

極化が進んでいます。また、小学生の社会体育クラブについてもクラブ員の減少、

指導者の確保などの課題があり、今後も引き続き育成支援が必要な状況です。  

 

  小学５ 年生に おけ る新体 力調査 集計結 果  

（令和５年度） 

項目 

握力 

(kg) 

上体起こ

し (cm) 

長座体前

屈 (cm) 

反復横跳

び (点) 

20ｍｼｬﾄ

ﾙﾗﾝ (回) 

50ｍ走 

(秒) 

立ち幅跳

び (m) 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

投げ (m) 

男子 
市平均 16.73 17.71 34.83 41.29 47.94 9.84 150.06 21.48 

県平均 16.47 19.00 33.56 41.37 50.35 9.46 151.43 21.27 

女子 
市平均 16.77 17.28 39.24 39.08 41.86 9.76 144.98 14.36 

県平均 16.52 17.95 37.62 39.82 40.58 9.68 144.36 13.72 

県平均を上回って

いる項目(男女共) 
●   ●         ● 

          

62.6

55.4
56.9

59.0

74.8

63.6

73.4
72.1

55.9

52.4 52.6

63.9

59.4

62.4 63.2

59.3

(18歳以上・国)52.5

50

55

60

65

70

75

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

スポーツ実施率の推移（令和3～6年度）

小学生(5年生)の週3日以上のスポーツ実施率％

中学生(2年生)の週3日以上のスポーツ実施率％

高校生(2年生)の週3日以上のスポーツ実施率％

成人(18歳以上)の週1回以上のスポーツ実施率％

成人(18歳以上)の国の実施率％
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（令和６年度） 

項目 

握力 

(kg) 

上体起こ

し (cm) 

長座体前

屈 (cm) 

反復横跳

び (点) 

20ｍｼｬﾄ

ﾙﾗﾝ (回) 

50ｍ走 

(秒) 

立ち幅跳

び (m) 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

投げ (m) 

男子 
市平均 16.86 18.25 34.81 40.69 48.90 9.72 148.17 21.03 

県平均 16.55 19.10 34.28 41.29 50.05 9.52 147.98 21.32 

女子 
市平均 16.47 17.24 36.92 39.15 41.95 9.90 139.51 13.72 

県平均 16.33 18.21 37.62 39.51 41.26 9.75 140.98 13.73 

県平均を上回って

いる項目(男女共) 
●               

子どもの運動支援プログラムや、市スポーツコミッションによる放課後運動遊び教

室、各種スポーツ教室などを実施し、運動能力の底上げを図っていますが、小学５

年生の新体力テストの数値が県平均を上回る項目数は減少しています。（８項目中、

R5＝ 3 項目、 R6＝１項目）  

・今後は、中学校部活動の地域展開が休日の活動から進められていきますが、平日の

部活動が地域移行されると、小学校部活動社会体育移行と同様に、日常的に運動を

行う生徒が減少し、週３日以上のスポーツ実施率の低下が予想されます。このため、

中学校部活動が地域に完全に移行されるまでは、中学校部活動も含めて生徒たちの

スポーツ活動の在り方を検討していく必要があります。  

・小学 5 年生における新体力テストの結果が県平均を下回っており、運動能力の向上

を図るためには、更に内容を検討・充実しながら継続した取り組みを行う必要があ

ります。  

 

【 成果指標】  

項  目 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値  

(令和 3 年度) (令和 6 年度) (令和 7 年度) (令和 11 年度)  

小学生(5 年生)の週 3 日以上

のスポーツ実施率 
62.60% 59.00% 64.10% 66.10% 

 

中学生(2 年生)の週 3 日以上

のスポーツ実施率 
74.80% 72.10% 76.30% 78.30% 

 

高校生(2 年生)の週 3 日以上

のスポーツ実施率 
55.90% 63.90% 57.40% 59.40% 

 

成人(18 歳以上)の週 1 回以上

のスポーツ実施率 

59.40% 
59.30% 64.00% 70.00% 

 

※令和元年度数値  

小学生(5 年生)における 

３項目 １項目 ５項目 ８項目 

 

新体力テスト数値が県平均値

を上回る項目数 

 

新体力テスト数値については、男女とも同じ項目で県平均を上回った数を目標値

としています。令和６年度の男女別では男子児童が３項目、女子児童で２項目が県

平均値を上回っていますが、中間目標値の男女とも５項目を上回ることは達成でき

ないと見込まれます。  
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《中間評価を踏まえた施策の方向性》  

●幼児期からの体力向上に向けた取り組みについて【後期基本方針Ⅰへ】  

幼児期における運動習慣の定着は、生涯を通じてスポーツや運動に取り組んでい

く原点となります。この時期にスポーツや運動に取り組むか否かで、その後のスポ

ーツ実施率に大きく影響を及ぼします。  

今後も市内の保育園や幼稚園と連携して、「運動能力調査」を実施し、園児の現状

を把握することで、基礎的な運動能力の理解を広め、幼児期に求められる多様な動

きを各園の保育の中に取り入れる必要があります。  

なお、市の中心部への偏りを是正するため、周辺部の保育園（所）へも取り組

みを広げるための働きかけが重要です。  

 

●運動・スポ―ツの実施率について【後期基本方針Ⅰへ】  

スポーツの実施率を高めていくためには、生涯の基礎を築く幼児期から運動やス

ポーツに親しめる環境を整えて、運動の習慣化を定着させる仕組みづくりが必要と

なります。また、働く世代においては、仕事や家事などで自由な時間が減少し、運

動・スポーツに対する意識の低下が考えられます。市民一人ひとりが、ライフスタ

イルや目的に応じた幅広いスポーツの機会や、気軽に運動やスポーツに取り組むこ

とができる環境づくりが必要です。  

 

●高齢者の運動実施率について【後期基本方針Ⅰへ】  

高齢者の運動実施率は若年層に比べて高く、健康増進や運動・スポーツを通して、

人と人との交流や生きがいづくりを目的に取り組んでいる人が多いようです。高齢

者が生き生きとした生活を送ることができる環境づくりとして、これまで行ってき

た健康運動教室や通いの場などを今後も継続が必要です。  

 

●社会体育移行について【後期基本方針Ⅰへ】  

平成３１年４月より小学校運動部活動が社会体育へ完全移行となり、専門的な指

導が受けられる環境ができました。一方で、学校における運動の機会が減少したこ

とにより、運動を“する子”と“しない子”の二極化が進み、また、各クラブにお

いては、少子化によるクラブ会員の減少や指導者の高齢化、後継指導者の確保など

クラブ活動の継続が困難な状況となってきています。  

今後は、中学校部活動の地域展開が休日の活動から進められていきます。このた

め、完全に地域に移行されるまでは、中学校部活動を含めて生徒たちのスポーツ活

動の在り方を検討する必要があります。この場合、市中心部と周辺部の地域格差、

財源確保等を考慮しつつ、学校や保護者等と連携しながら進めることが重要です。 

 

●障がい者スポーツについて【後期基本方針Ⅰへ】  

障がい者が気軽に参加しやすいイベントなどを実施し、多くの障がい者がスポー

ツに触れることができる場所や機会づくりを進め、併せて障がい者スポーツに関わ

る人材の育成を進め、障がい者が日常的にスポーツや運動を楽しみ、活動を通じて

社会参加へつながることができる環境づくりが必要です。  

 

●競技スポーツについて【後期基本方針Ⅰへ】  

競技力向上を図るためには、市スポーツ協会及び各種目協会が中心となり、育

成年代からスポーツの普及、強化に取り組むことと併せて、指導者の育成を行う

など多角的なアプローチが必要です。  
指定選手数や優秀な選手を育てるための優秀な指導者の育成が求められます。

市スポーツ協会及び各種目協会等と連携して能力の高い指導者の育成と確保を
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行うほか、トップアスリートなどによる各種スポーツ教室、イベント、講演会等

を開催することで競技力を高め心身ともに自律した選手を育成する必要があり

ます。  

 

 

●【基本方針Ⅱ（前期）】地域・絆づくりの推進                      

《取り組み状況》  

１）スポーツに参加しやすい環境づくり  

施策分類  令和 5 年度  令和 6 年度  

ス ポ ー ツ 大

会開催支援  

・開催補助金： 13 件  

・規模拡大補助金： 2 件  

・開催補助金： 11 件  

・規模拡大補助金：申請なし  

ニ ュ ー ス ポ

ーツ普及  

・ 親 子 ニ ュ ー ス ポ ー ツ 体 験 会

（ 103 人）  

・その他イベントでの体験会  

・ 親 子 ニ ュ ー ス ポ ー ツ 体 験 会

（ 84 人）  

・その他イベントでの体験会  

子 ど も 向 け

イベント  

・アクティブサンタ（ 60 人）  

・バレンタインウォーク（ 58 人） 

・ANA チアダンス教室（ 72 人） 

・アクティブサンタ（ 86 人）  

・ストリート陸上（ 66 人）  

・ANA チアダンス教室（ 63 人） 

・「スポーツ大会開催補助金」「スポーツ大会事業規模拡大開催補助金」を活用した大

会の開催を支援しました。  

・市民の健康増進を図るため、各種イベント等でのニュースポーツ体験教室等にスポ

ーツ推進委員を派遣するなどして普及活動を実施。また、地域住民や学校等に用具

の貸し出しを行いました。  

・天草ストリート陸上など競技場を飛び出し商店街でのスポーツイベントを実施し、

選手と観客が一緒に楽しむことができました。  

・オンラインチアダンス教室で学んだ子供たちが、県民体育祭陸上競技や天草マラソ

ン大会でチアダンスを披露し大会を盛り上げました。  

・市民参画のもと誰もがスポーツ及び運動を通して地域間の交流を促進するため、障

がい者スポーツイベント、ニュースポーツ体験会、子どもが参加できる各種スポー

ツ教室、高齢者等向けの健康運動教室などを実施しました。  

２）総合型地域スポーツクラブ支援の推進  

・うしぶかイキイキクラブへの運営補助、会員増に向けた協議を行いました。  

・新規クラブ設立に向けた意見交換等（新和・倉岳クラブ）を行いました。  

 

《実績値の分析・課題》  

小学生の週３日以上のスポーツ実施率は、社会体育移行前後を比較すると大幅に

低下していますが、子どもが日常的に参加できるスポーツイベントには多くの人が

集まっており、高い需要があります。このため、気軽に運動ができる環境づくりが

重要です。  

あましんスタジアムや本渡運動公園多目的広場など、新たなスポーツ拠点施設を

整備したことにより、市スポーツ協会並びに各種目協会が市内で実施した大会の開

催数は令和 5 年度より令和 6 年度は増加していますが、（ R5＝ 157 回、R6＝ 160

回）令和３年度より少ない状況です。  
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※コロナ禍であった令和 3 年度は、大会の計画数で計上され、実際に開催されてい

ない大会も含まれています。それに対し、令和 4 年度以降は開催した大会数を計上

しています。  

・うしぶかイキイキクラブの会員数が減少傾向にある。このため、周辺の天草、河

浦地域の小中学校に入会の案内を配布するなど会員増に向けた取り組みを実施

していますが、人口減少が進む中、会員増は難しい状況です。  

 

 

【成果指標】  

項  目 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

(令和 3 年度) (令和 6 年度) (令和 7 年度) (令和 11 年度) 

市スポーツ協会の各種目協会

が市内で実施する大会の開催

数 

１８５大会 １６０大会 ２６３大会 ３３１大会 

現状値から本市の種目協会数 26 団体が１年間に１大会（３年間で３大会×26 団

体）増加させることを目標値としていますが、大会開催数の増加に至っていないた

め、中間目標値は達成できないことが見込まれます。市スポーツ協会の種目団体や

チーム数が減少している状況であるため、目標値の見直しが必要です。  

 

《中間評価を踏まえた施策の方向性》  

●子どものスポ―ツ環境について  【後期基本方針Ⅰへ】  

子ども達の放課後の時間や休日を利用して、日常的に運動ができる環境をつくり、

スポーツを通して子ども達の体力増進や仲間とのコミュニケーション能力を育み、

心身ともに健やかな子どもを育てていく必要があります。  

 

●総合型地域スポ―ツクラブについて  【後期基本方針Ⅰへ】  

本市で活動している総合型地域スポーツクラブは、牛深地域の「うしぶかイキイ

キクラブ」の１クラブのみです。総合型地域スポーツクラブは、子どもから高齢者

185
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まで様々な年代が運動やスポーツに親しむことができ、スポーツを通じて世代間交

流による地域活性化や地域課題の解決を行う受け皿組織として期待されています。

しかし、人口減少や少子化の影響により、クラブ会員数は減少傾向にあります。今

後は中学校部活動地域展開の受け皿としての役割も視野に入れながら、安定したク

ラブ活動を行っていけるように引き続き支援が必要です。  

 

 

●【基本方針Ⅲ（前期）】市民と来訪者が交流する機会づくりと大会・合
宿誘致の推進  
《取り組み状況》  

１）スポーツ大会・合宿の誘致  

項目  令和 5 年度  令和 6 年度  

誘致件数・宿泊

数  

56 件（ 5,844 泊）  70 件（ 10,017 泊）  

主な大会  ・九州地区大学体育大会陸上競

技  

・九州地区大学体育大会陸上競

技  

・なでしこリーグ公式戦  

オ フ ィ シ ャ ル

パートナー数  

46 者（宿泊 17、飲食 6、その

他 23）  

41 者（宿泊 12、飲食 6、その

他 23）  

市スポーツコミッションを中心に関東・関西・九州方面の実業団や大学、旅行代

理店等を訪問し、 ANA や人づくり JAPAN ネットワークの人脈を活かした誘致活

動を展開しました。  

令和 6 年度にはサッカー女子なでしこリーグの公式戦も開催されました。  

来訪者の受け入れ体制の構築については、市スポーツコミッションが、オフィシ

ャルパートナー制度による市内事業所と連携しながら宿泊や飲食など総合的なワ

ンストップ窓口を担っています。また、実業団からのニーズに対応することで、合

宿しやすい環境づくりに取り組んでいます。  

 

２）市民と来訪者との交流  

教室等  令和 5 年度  令和 6 年度  

バスケ教室  豪雨により中止  ANA 所属選手（ 89 人）  

ラグビー教室  横尾千里選手（ 34 人）  中村千春選手（ 16 人）  

陸上教室  山下航平・潤選手（ 98 人）  山下航平・潤選手（ 99 人）  

筒江海斗選手（ 46 人）  

ANA アスリート

に よ る チ ア ダ ン

ス教室  

2 期開催（前期 40 人、後期

32 人）計 72 人  

・ 天 草 マ ラ ソ ン 開 会 式 で 披

露し参加者を応援  

2 期開催（前期 30 人、後期 33

人）計 63 人  

・県民体育祭天草大会・天草マ

ラソンで披露  

ア ー チ ェ リ ー 講

演会  

石井佑汰選手（講演 214 人） 中西絢哉選手（講演 80 人）  

サッカー教室  －  福岡 J アンクラス（ 69 人）  

フ ェ ン シ ン グ 教

室  

ANA 所 属 佐 々 木 陽 菜 選 手

（ 19 人）  

同左（ 6 人）  

ANA 所属のアスリートやオリンピック代表選手を招聘し、陸上教室、ラグビー

教室、チアダンス教室、フェンシング教室など多様な交流イベントを開催し、本物
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のアスリートを子ども達が間近で見る機会を提供しました。  

 

３）天草の自然を活かしたスポーツ活動の推進  

  スポーツで訪れた選手に対してイルカウォッチングや魚釣り、バーベキューなど

のアクティビティを体験してもらう取り組みを実施しました。これにより、天草の

自然の魅力を発信し、地域の認知度向上にもつながりました。特に、プロ野球選手

による魚釣り体験はテレビ放映され、広く注目を集めました。  

 

《実績値の分析・課題》  

市スポーツコミッションによるワンストップ

窓口機能の充実、人脈を活かした誘致活動によ

り合宿等による来訪者は増加してます。  

大会・合宿等誘致事業補助金実績  

【 R5＝ 5,844 人、R6＝ 10,017 人（※ R6 補  

助金交付は 9,231 人）】  

・令和 5 年 7 月に「あましんスタジアム」、令和

6 年 7 月に「本渡運動公園多目的広場」が供用

開始となり、市スポーツコミッションでは、こ

の強みを活かした大会や合宿等の誘致活動を

展開した結果、陸上やサッカーを中心とした大

会や合宿で多くの人が訪れました。  

・スポーツ大会・合宿誘致者数が中間目標値には

届いていない要因の一つに、補助要件の宿泊

延べ人数の 25 人に満たない団体があることと、大会合宿に訪れる人の 9 割以上

が本渡地域に宿泊しており、大会・合宿等が同時期に集中した場合には、本渡地

域のみでの宿泊施設及びスポーツ施設では利用者の対応に限界が生じます。この

ため、これを少しでも改善していくため、本渡地域以外にも大会・合宿地を拡げ

ていく取り組みを推進する必要があります。  

・ マ ラ ソ ン 大 会 等 の 参 加 者 数 の 実 績 値

は、天草マラソン、倉岳えびすマラソ

ンは参加者が徐々に増加しています。

指標に入れていた烏峠パノラマウォー

クは令和５年度まで実施しましたが、

その後は事業廃止しています。  

 

 

 

 

【成果指標】  

  
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

(令和 3 年度) (令和 6 年度) (令和 7 年度) (令和 11 年度) 

スポ―ツ大会・合宿誘致者

数 
2,169 人 10,017 人 15,750 人 16,500 人 

マラソン大会等参加者数 
3,864 人 

2,349 人 4,550 人 5,840 人 
※令和元年度数値 

 

2,169 
3,007 

5,844 

10,017 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

スポーツ大会・合宿誘致者数

0

798
1,281 1558

836

869

752
791

0

181

181
0

0

500

1000

1500

2000

2500

R3 R4 R5 R6

マラソン大会等参加者数

天草マラソン えびすマラソン 烏峠パノラマウォーク



- 13 - 

《中間評価を踏まえた施策の方向性》  

●スポ―ツ大会・合宿の状況について  【後期基本方針Ⅱへ】  

天草市陸上競技場、本渡運動公園多目的広場がオープンし、中学・高校生の陸

上競技やサッカーなど、一度に 500 人規模の合宿が行われています。また、九州

地区大学体育大会陸上競技大会など大学生の大会も開催されるようになりました。 

大会や合宿が本渡地域へ集中していることから、その改善を図るため、令和７

年度から大会・合宿等誘致事業補助金の１申請当たりの本渡地域以外の補助要件

を緩和し、移動費用分として加算金の追加を行いました。今後は、各地域拠点施

設の体育館への空調設備整備などと合わせて、周辺地域への分散を図り、更なる

大会・合宿等の増加を目指す必要があります。  

 

●ワンストップ窓口について  【後期基本方針Ⅱへ】  

令和４年４月に市スポーツコミッションを設置し、スポーツ大会や合宿の誘致

を行うため、スポーツ施設の予約から宿泊所の調整、弁当の手配などワンストッ

プ窓口で受け付けを行っています。  

今後も、市スポーツコミッションが中心となり、各地域のスポーツ拠点施設を

活用したスポーツ大会・合宿等誘致により交流人口を拡大し、市内の飲食・宿泊

などの観光産業へ経済効果を波及させることで地域活性化を図る必要があります。 

 

●アスリートとの交流について  【後期基本方針Ⅱへ】  

市スポーツコミッションで実施している市民とアスリートの交流事業を、実施

地域や実施種目を変えながら実施し、多くの子ども達がトップレベルの競技に触

れ、トップ選手たちを間近で見ることで、スポーツに対する興味関心を高めスポ

ーツ実施率や競技力向上などにつなげています。今後は、本市で合宿を行ってい

る陸上競技の実業団とも交流を進め、市民と選手たちの一体感、シビックプライ

ドの醸成を図っていくことが重要です。  

 

●地域内消費の拡大について  【後期基本方針Ⅱへ】  

市外からの参加者を伴うスポーツ大会や合宿が多数行われるようになりました。

今後は、各地域のスポーツ拠点施設等で開催される大会や合宿等を目的とした来

訪者に対し、本市の魅力ある多様な地域資源を活かしたスポーツツーリズムを推

進し、来訪者の長時間（長期）滞在につなげ地域内消費の拡大を図る必要があり

ます。  

 

●アウトドアアクティビティについて  【後期基本方針Ⅱへ】  

令和３年に市内宿泊・飲食・観光・交通事業者及びアクティビティ事業者に行

った「スポーツ大会・合宿誘致等に関するヒアリング」では、天草市に誘客する

上での強みとして、自然（海、山）、地形（ロード、ビーチ）、気候、食、観光が

挙げられています。  

   このほか、美しい海を活かした各種アクティビティが活発に行われる中、天草

の海全てが荒天に見舞われることは少ないため、ダイビングなどのマリンアクテ

ィビティはいつでも行えることが強みとして挙げられています。また、アクティ

ビティ体験と他の観光資源とのコラボによりソフト面を充実させ、外部に発信し

ていくことで経済的な波及効果も得られるのではないかとの声もあります。  

令和３年度に実施した天草市民のスポーツに関するアンケート調査では、「現在

行っているものも含めて今後行ってみたい運動やスポーツはありますか」に対し

て、“ウォーキング・散歩”や“登山”など、身近な場所や自然の中において個人

で行えるものへの回答が多い結果となりました。  
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また、サイクルツーリズム協議会においては、熊本県が中心となり本市を含む

天草の２市１町で連携したサイクリングの環境整備が進められ、さらに、天草地

域をナショナルサイクルルートに登録する動きが進められています。  

これらの動きと連携したスポーツツーリズムの展開に向けた取り組みが必要で

す。  

 

●情報発信について  【後期基本方針Ⅱへ】  

多種多様化する市民のスポーツニーズに対して、幅広い情報を出来るだけ早く

分かりやすい内容で発信するため、今後も SNS 等を活用した情報発信の継続が

必要です。  
 
 

● 【基本方針Ⅳ】スポ―ツを支える人材の育成と基盤の整備  

《取り組み状況》   
１）競技力向上に向けた支援体制の構築  

項目  令和 5 年度  令和 6 年度  

奨 励 金支給（全国

大会）  

個人 74 人・団体 2 団体 40 人

（計 114 人）  

個人 83 人・団体 6 団体 79

人（計 162 人）  

奨 励 金支給（県大

会より上位）  

個人 28 人・団体 9 団体 124

人（計 152 人）  

個人 27 人・団体 4 団体 74

人（計 101 人）  

熊 本 県民体育祭成

績  

総合 5 位、女子 8 位  総合 4 位、女子 4 位  

郡 市 対抗熊日駅伝

成績  

女子： 5 位、総合： 9 位  女子区間タイム 1 位、総合：

5 位  

ト ッ プアスリート

育成事業  

2 人（バスケットボール、柔道） 1 人（女子サッカー）  

社 会 体育クラブ指

導者研修会  

2 回開催  参加者 96 人  3 回開催  参加者 219 人  

ジ ュ ニアアスリー

ト測定・分析  

11/19：12 人、2/23 フィー

ドバック  

2/2：16 人、3/5・6 フィー

ドバック  

ジュニアアスリート測定・分析は熊本保健科学大学と連携して実施  

社会体育クラブ指導者研修会は、市スポーツコミッションが実施する講座と併

催することで参加者増と内容の多様化を図りました。  

 

２）スポーツボランティア活動  

項目  令和 5 年度  令和 6 年度  

登録ボランティア数  11 人  11 人  

本市で開催されているスポーツ大会等は、その多くが各種目協会の主催で、運営

等に必要なボランティアは種目協会の会員等で確保しています。また、運営側は円

滑な大会運営を考慮し、信頼できるスタッフを望まれることから、ボランティア登

録制度がニーズと合っていません。  

 

３）スポーツ施設の充実  

項目  令和 5 年度  令和 6 年度  

廃止施設  体育館 5、運動広場 4、弓道場

1 

下津浦体育館、御所浦南グラウ

ンド、河浦相撲場  
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完成施設  あましんスタジアム（ R5.7）  

広 瀬 公 園 野 球 場 多 目 的 広 場

（ R6.1）  

本 渡 運 動 公 園 多 目 的 広 場

（ R6.7）  

錦島運動広場改修（ R7.3）  

存続される施設を優先して改修等を実施し、老朽化した施設の統廃合を進めます。 

 

《実績値の分析・課題》  

市民の競技力の向上を目的として、スポーツ関連の各種教室、イベント等を実施す

るとともに、選手・指導者の育成のための研修会等を開催し、人的基盤の強化を図り

ました。また、大会などを下支えするボランティアは各種目協会などを通じて、会員

をはじめ多くの中・高校生の協力のもと運営が行われています。（関連事業：スポー

ツ大会等出場奨励金事業、トップアスリート育成事業、子どもスポーツ推進事業など） 

公共施設等再配置計画・個別施設計画により計画的に改修・修繕をおこなうことで

長寿命化を図るとともに、施設の統廃合を進めたことでスポーツ施設数は減少してい

ます。  

スポーツ施設年間利用者数（ R4：671,578 人、R5：758,840 人、R6：830,975

人）は、あましんスタジアム（令和５年７月供用開始）、本渡運動公園多目的広場（令

和６年７月供用開始）、錦島運動広場（令和７年３月改修済）の整備等により利用者

数が増加しています。  

・県民体育祭や郡市対抗熊日駅伝において、成績や順位が向上しています。強化練習

も盛んに行われ、選手育成が実りつつあります。  

 

【成果指標】  

項  目 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

(令和 3 年度) (令和 6 年度) (令和 7 年度) (令和 11 年度) 

日本スポ―ツ協会公認指導者の登

録者数 
111 人 130 人 135 人 143 人 

スポ―ツ施設(社会体育施設、学

校体育施設)の年間利用者数 
610,876 人 830,975 人 801,573 人 834,117 人 

スポ―ツコミッション 
- 11 人 150 人 180 人 

ボランティア登録者数 

スポーツボランティアへの 
7.70% 27.20% 17.10% 25.00% 

市民参加の割合 

少子化等により、社会体育クラブ（小学生）数は減少傾向にありますが、中学校部

活動の地域展開に備え、公認指導者資格の取得促進に向けた取り組みを市スポーツ協

会等と連携して取り組むことで、日本スポーツ協会公認指導者の登録者数は目標達成

に向けて推移する見込みです。  

スポーツ施設の年間利用者数は、学校体育館及び各地域の拠点体育館の空調設備整

備により、夏場等に落ち込んでいた利用者数が今後は増加することが見込まれます。 

市内の多くのスポーツ施設は、経年劣化により老朽化が進んでいるため劣化状況な

どを把握し、計画的な改修等を実施して長寿命化を図るとともに、快適で安全に利用

できる施設環境を整備する必要があります。  

屋外競技などの長期滞在の合宿等では、雨天時等に練習などで利用できる施設の有

無により、合宿地を選定する団体が多く、屋外競技などの新たな長期合宿等を誘致す

るためには、屋内多目的広場の整備を検討する必要があります。  

スポーツ施設を利用する年代が幅広いことから窓口またはインターネットでの予
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約受け付け方法をとっており、施設使用料については金融機関での納付書による支払

いに加え、コンビニエンスストアやスマホ決済で納付できるようになりました。  

 

《中間評価を踏まえた施策の方向性》  

●スポーツ施設について  【後期基本方針Ⅲへ】  

既存施設の老朽化が進む中で、特に体育館については築 25 年を経過した施設

が多いため、劣化状況や利用率等を考慮して計画的に改修・修繕を行い、また、

備品や照明等の器具についても更新を行っていき施設の長寿命化を図っていく必

要があります。  

市内のスポーツ施設については劣化状況や利用頻度等を精査し、地域住民や利

用者との協議のうえで類似施設の整理・統廃合を行っています。市内にある 103

のスポーツ施設 (令和 7 年度末現在 )については「天草市公共施設等再配置・個別

施設計画」により段階的に削減していくこととなります。  

「天草市スポ―ツ拠点施設整備基本計画」に基づき、天草市陸上競技場及び本

渡運動公園多目的広場等を整備し、現在市内外の多くの方が利用しています。  

市民が有効に利用でき、屋外競技の長期滞在の合宿等で利用できる屋内多目的広

場の整備について検討が必要です。  

併せて、各地域のスポーツ拠点施設の計画的な改修等の整備を進める必要があり

ます。  

 
●スポーツボランティアについて【後期基本方針Ⅰへ】  

ボランティアに携わることでスポーツ競技を間近で観戦できることや、選手との

交流機会により、自身がスポーツや運動などを行う意識醸成につながります。  

現在の各種大会で実施しているボランティアの起用方法をさらに工夫し、将来の

大会運営や障がい者スポーツ推進のための人材の確保が必要です。  

スポーツボランティアを対象とした研修会等を開催しスキルアップを図り、さら

に児童・生徒のボランティアに対する意識を高めるために、小中学校及び高校に対

して参加を促す必要があります。  
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  第３章  今後 4 年間の主な取り組み        

１ ．施策体系図の見直し（改訂前・改訂後）  

第 3 次 天 草 市 総 合 計 画（ 後 期 基 本 計 画）に 合わせ て、本計 画（改 訂版）の 施策

体 系図の 枠組み を次の ように 見直し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針（改訂前） 重点施策 主な取り組み 基本方針（改訂後）

幼児期の運動習慣化

育児講座(運動・スポーツ面)による親子への教育
の推進

子どもの運動能力向上に向けた保育所(園)・幼稚園、
学校との連携

小中学校における体育や保健体育学習の充実

放課後時間における運動推進

社会体育クラブの充実

市民のニーズに合った運動の場の提供

職場や関係機関等と連携した運動の推進

各地域で開催される運動教室等の充実

障がい者スポ―ツの振興 障がい者のスポ―ツ環境の整備

各種スポ―ツ大会開催への支援

子どもが参加できるスポ―ツイベントの充実

ニュースポーツ体験教室等の開催

新規総合型地域スポ―ツクラブの設立

うしぶかイキイキクラブの支援

競技力向上に向けた支援体制の充実

指導者を育成する体制の整備

科学的な分析による支援体制の構築

スポ―ツボランティア活動の基盤づくり

生涯スポ―ツを支えるリーダーの育成

障がい者スポーツを支えるリーダーの育成

デジタル技術の活用促進 モバイル端末を活用した運動への取り組み

戦略的なスポ―ツ、合宿の誘致

市内スポ―ツ団体と連携したスポーツ大会の開催

来訪者の受け入れ体制の構築

市民とアスリートが触れ合う機会の確保

スポーツによる地域内消費の促進

豊かな自然を活かしたスポ―ツ活動の推進

市外からのアウトドアスポ―ツへの誘客

気軽に取り組めるウォーキング、
サイクリング等の利用推進

スポ―ツコミッションによる情報発信の充実

各種メディアを活用した情報の発信

各地域の施設の長寿命化

スポ―ツ拠点施設の整備

利用申請や支払い方法の簡素化

スポ―ツ施設の利用促進

【基本方針Ⅲ】
市民と来訪者が交流
する機会づくり

と大会・合宿誘致の
推進

【基本方針Ⅳ】
スポ―ツを支える

基盤の整備

【基本方針Ⅱ】
地域・絆づくり

の推進

【基本方針Ⅰ】
人・健康・体力
づくりの推進

総合型地域スポ―ツクラブの推進

【基本方針Ⅰ】
スポーツ・運動の推

進

【基本方針Ⅱ】
スポーツ大会及び合
宿等誘致と地域資源
を活用したスポーツ
ツーリズムの推進

スポ―ツ関係の情報発信の充実
【基本方針Ⅳ】
スポ―ツを支える

基盤の整備

【基本方針Ⅳ】
スポ―ツを支える

基盤の整備

【基本方針Ⅲ】
スポーツ交流による
地域活性化を目指し

た施設の整備

スポーツ大会・合宿の誘致

市民と来訪者との交流

天草の自然を活かしたスポーツ
活動の推進

競技力向上を支援する制度の構築

スポ―ツボランティア活動の推進

スポ―ツ施設の充実

幼児期からの体力向上に向けた
取り組みの推進

学校教育等におけるスポ―ツ
の推進

運動・スポーツを通して体力、
健康、生きがいづくりの促進と
機会の確保

スポ―ツに参加しやすい
環境づくり
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２ . 基 本方針（改訂後）  

本計画後期の３つの基本方針に沿って主な取り組みを示します。  

 

Ⅰ .  スポー ツ・運動の 推進  

   市民一人ひとりが、年齢や障がいを問わず、ライフステージごとの目的に応

じてスポーツや運動に親しむ環境を整備することで身体活動と市民の交流の機

会を拡大し、生涯を通した健康づくりを推進します。 

   スポーツを通して子ども達の体力増進や仲間とのコミュニケーション能力を

育み、心身ともに健やかな子どもを育てます。 

  市民の競技力の向上に向けて、スポーツ協会等と連携して能力の高い指導者

の育成と確保を行うほか、トップアスリートなどによる各種スポーツ教室、イ

ベント、講演会等を開催することで競技力を高め、心身ともに自律した選手を

育成します。 

 

 

 

 Ⅱ .  スポ ーツ大 会及び 合宿等 誘致と 地域資 源を活 用した

スポー ツツーリズム の推進  

   市スポーツコミッションが中心となり、各地域のスポーツ拠点施設を活用し

たスポーツ大会・合宿等誘致により交流人口を拡大し、市内の飲食・宿泊など

の観光産業へ経済効果を波及させることで地域活性化を図ります。 

  各地域のスポーツ拠点施設等で開催される大会や合宿等を目的とした来訪者

に対し、本市の魅力ある多様な地域資源を活かしたスポーツツーリズムを推進

し、来訪者の長時間（長期）滞在につなげ地域内消費の拡大を図ります。   

 

 

 Ⅲ .  スポーツ交流による地域活性化を目指した施設の整備  

   市民の健康づくりや競技力向上の機会の充実を図るとともに、新たな長期合

宿等の誘致により地域活性化を促進できるよう、屋外の競技やイベント等で、

天候に左右されることなく利用可能な「屋内多目的広場」の整備に向けた取組

を進めます。 

多様化するスポーツニーズに対応するため、各地域のスポーツ拠点施設の計

画的な改修等により、誰もが快適で安全に利用できる施設環境を整備し、スポ

ーツを通した交流機会を拡大することで地域の一体感や賑わいを創出します。 
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３ . 施 策体系図（改訂後）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 重点施策 主な取り組み

幼児期の運動習慣化

育児講座(運動・スポーツ面)による親子への教育の推進

子どもの運動能力向上に向けた保育所(園)・幼稚園、学校との連携

小中学校における体育や保健体育学習の充実

放課後時間における運動推進

社会体育クラブの充実

市民のニーズに合った運動の場の提供

職場や関係機関等と連携した運動の推進

各地域で開催される運動教室等の充実

障がい者スポ―ツの振興 障がい者のスポ―ツ環境の整備

各種スポ―ツ大会開催への支援

子どもが参加できるスポ―ツイベントの充実

ニュースポーツ体験教室等の開催

新規総合型地域スポ―ツクラブの設立

うしぶかイキイキクラブの支援

競技力向上に向けた支援体制の充実

指導者を育成する体制の整備

科学的な分析による支援体制の構築

スポ―ツボランティア活動の基盤づくり

生涯スポ―ツを支えるリーダーの育成

障がい者スポーツを支えるリーダーの育成

デジタル技術の活用促進 モバイル端末を活用した運動への取り組み

戦略的なスポ―ツ、合宿の誘致

市内スポ―ツ団体と連携したスポーツ大会の開催

来訪者の受け入れ体制の構築

市民とアスリートが触れ合う機会の確保

スポーツによる地域内消費の促進

豊かな自然を活かしたスポ―ツ活動の推進

市外からのアウトドアスポ―ツへの誘客

気軽に取り組めるウォーキング、サイクリング等の利用推進

スポ―ツコミッションによる情報発信の充実

各種メディアを活用した情報の発信

各地域の施設の長寿命化

スポ―ツ拠点施設の整備

利用申請や支払い方法の簡素化

スポ―ツ施設の利用促進

スポ―ツ施設の充実

【基本方針Ⅲ】
スポーツ交流による地
域活性化を目指した施

設の整備

【基本方針Ⅰ】
スポーツ・運動の推進

【基本方針Ⅱ】
スポーツ大会及び合宿
等誘致と地域資源を活
用したスポーツツーリ

ズムの推進

スポ―ツボランティア活動の推進

スポーツ大会・合宿の誘致

市民と来訪者との交流

天草の自然を活かしたスポーツ
活動の推進

スポ―ツ関係の情報発信の充実

総合型地域スポ―ツクラブの推進

競技力向上を支援する制度の構築

幼児期からの体力向上に向けた
取り組みの推進

学校教育等におけるスポ―ツ
の推進

運動・スポーツを通して体力、
健康、生きがいづくりの促進と
機会の確保

スポ―ツに参加しやすい
環境づくり
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４．スポーツの推進方策（改訂後）  

【基本方針Ⅰ】                              

 スポーツ・運動の推進                       

 ◆ 主な取り組み   

（ １）  幼児期からの体力向上に向けた取り組みの推進  

【  スポーツ振興課、健康増進課、子育て支援課、保育所 (園 )、幼稚園  】  

①  幼児期の運動習慣化  

   幼児自らが身体を動かすことの楽しさや心地よさを実感し、進んで運

動に取り組むことができるような環境を、市内の保育所 (園 )や幼稚園と連

携して築いていきます。  

   また、「幼児期運動指針 (※2)」に基づいて、幼児一人ひとりの体力・運

動能力における課題や問題点を、遊びの中で克服することができるプログ

ラムを実施していくことで、楽しみながらも多様な動きを身に付けること

ができ、体力・運動能力の向上につながる環境づくりを行います。  

なお、市の中心部への偏りを改善するため、周辺部の保育所 (園 )へも取

り組みを広げるように働きかけを行っていきます。  

※2：「幼児期運動指針」とは、運動習慣の基盤づくりを通して、幼児

期に必要な多様な動きの獲得や体力・運動能力の基礎を培うとと

もに、様々な活動への意欲や社会性、創造性を育むことを目指し

て、平成２４年３月に文部科学省にて策定されたもの。  

 

②  育児講座 (運動・スポ―ツ面 )による親子への教育の推進  

   幼児期の運動の必要性を保護者に伝えるために、市内の保育所 (園 )や幼

稚園と連携して健やか育児講座を実施します。また、親子で楽しめるニュ

ースポーツの体験会など幼児期を対象とした事業を実施します。  

 

【  子どもの体力づくり支援事業  】  

 

（ ２）  学校教育等におけるスポーツの推進  

【  スポーツ振興課、子育て支援課、学校教育課、小・中学校、保育所 (園 )、

幼稚園  】  

①  子どもの運動能力向上に向けた保育所 (園 )・幼稚園、学校との連携  

 子どもの体力向上には、幼児期からの日常的な運動習慣が大切です。自

らが積極的に運動しようとする意欲・意識を付けられる環境を作っていき、

加えて、長期的な見通しを持った運動プログラムを組み、保育所 (園 )や幼稚

園と小学校が連携して効率よくかつ効果的な運動能力向上を図ります。  

 



- 21 - 

②  小中学校における体育や保健体育学習の充実  

児童生徒が、体育の授業や学校生活を通じて日常的に運動に親しむこと

ができ、生涯にわたって運動やスポーツを継続してできる環境づくりを行

います。また、教員の指導力向上を図るために、学習指導要領に示されてい

る各目標及び内容について理解を深めるとともに、県教育委員会等が主催

する研修会への参加を促します。  

 

③  放課後時間における児童の運動推進  

   放課後時間を活用して、遊びの中で身体を動かす (運動する )プログラム

や子ども達の現状やニーズに合ったプログラムを提供して運動習慣の定

着化につなげます。  

 

④  社会体育クラブの充実  

社会体育クラブに参加する子ども達が、生涯にわたりスポーツに親しむ

ことができ、体力の向上や健康増進を図ることのできる適切な指導を受け

るために、各社会体育クラブに対しクラブ活動のガイドラインを示し、指

導に関する理念や共通理解を深めるための研修の場を設定して指導者の

資質向上を図ります。  

今後は、中学校部活動の地域展開が休日の活動から進められていきます。

また、平日における中学校部活動を含めて生徒たちのスポーツ活動の在り

方を検討する必要があります。また、これまでの中学校部活動の教育的意

義や役割を社会体育クラブ活動においても継承・発展させ、学校と保護者

の連携、市中心部と周辺部の地域格差を考慮し、それぞれの地域ニーズに

あった受け皿体制を構築していきます。  

 

 【天草市社会体育クラブ登録団体数  】  

 令和２年度  令和３年度  令和４年度  令和５年度  令和６年度  

登録クラブ数  ９２  ８６  ８６  ８０  ７９  

種目数  １６  １７  １７  １３  １４  

（R２～６年度  天草市社会体育クラブ登録団体数・種目別数調べ）  

 

（ ３） 運動・スポーツを通して体力、健康、生きがいづくりの促進と機会の確保  

【  スポーツ振興課、まちづくり支援課。健康増進課、高齢者支援課、   

スポ―ツ協会、社会福祉協議会、包括支援センター  】  

①  市民のニーズに合った運動の場の提供  

 多様化する市民のニーズやライフステージに応じて、それぞれの年齢や

目的などにあった運動・スポ―ツを自らが選択することができ、日常的に運

動の楽しさや面白さを味わうことができるイベントやスポ―ツ教室などに

参加する機会をつくることで、市民の運動習慣の定着化を図ります。  

 

②  職場や関係機関等と連携した運動の推進  

 職場などの身近な環境において、日常的に運動やスポーツに親しむこと

ができる環境づくり・機会づくりを行う必要があります。多様化するニーズ

にあったスポーツ機会や情報発信を行い、また、事業者向けの健康ポイント

などを啓発することにより職場におけるスポーツ活動を推進します。  
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③  各地域で開催される運動教室等の充実  

高齢者が日ごろから健康づくりや介護予防を目的として取り組める「健

康運動教室」や「いきいきサロン」、「通いの場」などは市内各地で行われて

います。専門的な指導や個人に合った運動プログラムの提案などを行い、そ

れぞれの取り組みの参加促進を図ります。  

 
（※Ｈ２７～Ｒ6 年度  健康運動教室参加者調べ）  

 

（４）  障がい者スポーツの振興  

【  スポーツ振興課、福祉課、健康増進課、スポ―ツ協会、スポ―ツ推進委員

協議会、社会福祉協議会  】  

①   障がい者のスポ―ツ環境の整備  

 障がい者が、日常的に運動やスポーツに親しむことができるよう支援学

校や福祉施設、関係団体などと連携を図り、スポーツを気軽に簡単に取り組

める環境を整備します。加えて、障がいのある人と健常者が交流できるイベ

ントなどを行うことで、市民の障がい者スポーツに対する認知と理解を深

めます。  

 また、障がい者スポ―ツに対する認知度が低いため障がい者が体験でき

るスポーツレクレーションなどを実施して、スポーツを気軽に楽しくでき

ることを広く周知するとともに、障がい者スポーツが身近に感じられる環

境整備に努めます。  

 

（５）  スポーツに参加しやすい環境づくり  

【  スポーツ振興課、まちづくり支援課、学校教育課、スポ―ツ協会、スポーツ推

進委員協議会  】  

①  各種スポ―ツ大会開催への支援  

 各種目協会や実行委員会などが主催するスポーツ大会などに対して開催

支援を行います。また、新たなスポーツの大会やイベント等の開催について

も、運営面の支援や資機材の貸し出し等の支援を行い、継続して開催できる

大会につなげていきます。  

 

②  子どもが参加できるスポーツイベントの充実  

今後は、子ども達の中で運動を“する子”と“しない子”の二極化が進

んでいくことが予測されます。運動をする子もしない子も含めて気軽にで

きるスポーツイベントを開催し、子ども達が楽しみながらスポ―ツに触れ

合える環境づくりを行っていきます。  
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③  ニュースポーツ体験教室等の開催  

 子どもから高齢者、運動が得意な人もそうでない人も気軽に簡単に親し

むことができるニュースポーツを通して、運動の楽しさを実感してもらい、

運動の習慣化を図ります。また、ニュースポーツ指導者の派遣や用具の貸し

出しを行い、いつでも運動ができる環境づくりを行います。  

 

   【  ニュースポーツ（囲碁ボール、ストラックアウト）  】  

 

（６）  総合型地域スポーツクラブの推進  

【  スポーツ振興課、まちづくり支援課、うしぶかイキイキクラブ  】  

①  新規総合型地域スポーツクラブの設立  

   総合型地域スポーツクラブは、特定の種目や世代に限らず、好きな種目

やプログラムを地域の特色やニーズに合わせて選択することができ、「だ

れでも、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しめる環境をつ

くることができます。スポーツに取り組める環境を作るだけでなく、地域

住民の交流や青少年の健全育成など地域活性化につながる役割を持つた

め、新たなクラブの設立に向けて支援を行います。  

 

②うしぶかイキイキクラブの支援  

   クラブの活動内容や会員募集情報などの広報に積極的に協力し、地域の

認知度向上を図ります。また、クラブマネージャーや指導者の資質の向上

を図るために、スポーツ指導者育成研修などの受講を促進し、安定したク

ラブの運営につなげていきます。  

 

（７）  競技力向上を支援する制度の構築  

【  スポーツ振興課、学校教育課、スポ―ツ協会  】  

①  競技力向上に向けた支援体制の充実  

  スポーツの全国大会や、県大会より上位の大会に出場する選手やコーチ

などに対して、奨励金の支給による支援を行います。また、全国大会で優勝

した選手や国際大会に出場する選手には懸垂幕を掲げ、市民への周知啓発

を図ります。  

 県内のアマチュアスポ―ツのビッグイベントである「熊本県民体育祭」及

び「郡市対抗駅伝 (男・女 )」に出場する本市選手団に対して強化費等の支援

を行います。  

 各種目協会が行うスポーツ教室等の実施により、長期的な視点に基づい

た育成体制の確立と、トップアスリートを育成・支援する体制づくりをス

ポーツ協会と連携して行います。  

 市スポーツコミッションで誘致するトップアスリートと子ども達が、競

技の枠を超えて触れ合える機会づくりを行い、トップアスリートを目指す
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子ども達を育成します。  

 全国大会等で優秀な成績を収めた選手や長年に渡り選手を指導する指導

者等に対する功績を称え、今後の活動への励みにつなげるために、スポー

ツ協会等と連携してスポーツ顕彰制度を整備します。  

 

②  指導者を育成する体制の整備  

小中学生及び高校生等の育成年代には、発育発達に応じた適切な指導が

必要となることから、日本スポーツ協会の公認指導者資格の取得を推進し、

さらには上級コーチ資格の取得に対する支援を行います。  

市スポーツ協会、各種目協会及び小学生社会体育クラブ等と連携して、市

内の育成年代の指導者を対象に指導者研修会を開催して、指導者のスキル

アップを図ります。  

専門的なスポ―ツ指導の知識・経験を有した指導者が、市内において能力

を活かした活動ができる仕組みづくりを行います。  

 

③  科学的な分析による支援体制の構築  

令和５年７月の天草市陸上競技場供用開始に合わせて、科学的分析がで

きる器具の導入と大学等の研究機関との連携した分析サポート体制を確立

し、競技者の競技力向上に向けた支援を行います。また、市内小中学校の子

ども達が分析サポート体制を活用して、基礎的な体力の向上を図りスポー

ツへの関心を高め、競技力の向上に繋げます。  

特定の競技に取り組む前の世代である幼児や小学生を対象に、身体の動

きづくりを促す取り組みを行います。  

 

（８）  スポーツボランティア活動の推進  

【  スポーツ振興課、まちづくり支援課、健康増進課、福祉課、市スポ―ツコ

ミッション、スポ―ツ協会、スポーツ推進委員協議会  】  

①   スポーツボランティア活動の基盤づくり  

現在、市内のマラソン大会やトライアスロン大会等の大規模なスポーツ

イベントでは、その都度、市民ボランティアの募集を行っています。今後は、

市民が積極的にボランティアに参加できる仕組みを市スポ―ツコミッショ

ンがつくり、ボランティア情報を一元的に管理して各イベント等へボラン

ティアを派遣する体制を構築します。  

また、スポーツボランティアを対象に、研修会等を開催してスキルアップ

を図ります。  

さらに、児童・生徒のボランティアに対する意識を高めるために、小中学

校及び高校に対して参加を促します。  

 

②  生涯スポーツを支えるリーダーの育成  

スポーツ推進委員には、各地域のスポーツイベントにおける企画運営、指

導役を担い市内のスポーツ活動を推進してもらうために、スポーツリーダ

ーとして資質の向上を図る各種研修会等への積極的な参加を促します。  

健康づくり推進員には、各地域におけるイベント情報や健康に関する情

報を広めたり参加を促しながら市民の健康づくりを支えてもらうために、

地区振興会等と連携した活動につなげて、活躍の場を広げていきます。  

 

③  障がい者スポーツを支えるリーダーの育成  

障がい者スポーツを推進するために、スポーツ推進委員などを中心に障
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がい者スポーツ指導者講習会などへの参加を促して、障がい者スポーツに

対する支援体制を充実させます。また、障がい者スポーツフェスタ等を通し

て、障がい者とともにスポーツに触れ合う機会を重ねていく事で、障がい者

スポーツ指導のスキルアップを図ります。  

熊本県スポーツ・文化協会や熊本障がい者スポーツ指導者協議会等の関

係団体と連携して、障がい者スポーツ指導者講習会等を開催します。  

 

（９）  デジタル技術の活用促進  

【  スポーツ振興課、情報政策課、健康増進課、高齢者支援課  】  

①  モバイル端末を活用した運動への取り組み  

近年、運動や健康を促進するスマートフォンアプリを利用する人が増え

ています。日常的にアプリを利用することで、それぞれの個人記録をデータ

として可視化することができ、これまで以上に運動・健康に対する意識を高

めることにつながります。  

本市においても、モバイル端末を運動に参加できるツールの一つとして、

市民が気軽に運動に取り組めるシステムづくりを検討します。  

 

 ◆今後の施策目標   

●市民一人ひとりが、ライフスタイルや目的に応じて、スポーツや運動に

親しむことで健康寿命日本一を目指します。  

●子ども達はスポーツを通して体力の増進や仲間を思いやる心を育み、心

身ともに健全でたくましい子どもを育てます。 
●スポーツを通して人と人が結び付き、地域間の交流が促進され、地域の一

体感や活力の醸成につながる取り組みを行います。  

●競技力の向上に向けては、スポーツ協会等と連携して指導力の高い指導

者を養成するほか、スポーツ科学の知見に基づいたサポート等により、心

身ともに自律したレベルの高い選手を育成します。  

●スポーツを支えるボランティア（組織）を育成し、市民協働参画のもとさ

まざまな取り組みを行います。  

 

 ◆成果指標   

本計画前期を振り返り、計画後期に見直す必要がある部分を見直し、次のと

おりの成果指標を設定します。  

項  目 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

（令和 3 年度） （令和 6 年度） （令和 7 年度） （令和 11 年度） 

小学生(5 年生)の週 3 日

以上のスポーツ実施率 
62.60% 59.00% 64.10% 66.10% 

中学生(2 年生)の週 3 日

以上のスポーツ実施率 
74.80% 72.10% 76.30% 78.30% 

高校生(2 年生)の週 3 日

以上のスポーツ実施率 
55.90% 63.90% 57.40% 59.40% 

成人(18 歳以上)の週 1

回以上のスポーツ実施率 
59.40% 59.30% 64.00% 65.00% 
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・成人 (18 歳以上 )の週 1 回以上のスポーツ実施率  

第 3 次天草市総合計画（後期基本計画）に合わせて 65％に見直し  

計画前期では国・県の目標値 70％を目標値としていた。  

・小学生 (5 年生 )における新体力テスト数値が県平均値を上回る項目数  

男女別の評価とし、 13 項目に見直し  

文部科学省では男女は別に評価を行っているため、男子８項目、女子 8 項目

の全 16 項目と考え、目標値はその約 70％と設定する。  

・市スポーツ協会の各種目協会が市内で実施する大会の開催数  

現状を維持する 160 大会に見直し  

市スポーツ協会加盟種目団体の会員数が減少傾向にあるなか大会開催数を増や

すことは困難。  

・日本スポ―ツ協会公認指導者の登録者数  

最終年度目標値を 155 人に見直し  

143 人としていたが、中学校部活動地域展開に伴い地域の指導者を増やす必要

があるため上方修正。  

・スポーツコミッションボランティア登録者数  

項目を削除  

大会等を開催する際は、主催者が必要人員を集めている現状。登録制度に頼る

現状が無いため。  

・スポーツボランティアへの市民参加の割合  

最終年度目標値を 30.0％に見直し  

25.0％としていたが、設問内容を「これまでにスポーツボランティアに参加し

たことがある人」とした。  

 

 

 

 

 

 

小学生(5 年生)における

新体力テスト数値が県平

均値を上回る項目数（男

女別） 

３項目 ５項目 １０項目 １１項目 

市スポーツ協会の各種目

協会が市内で実施する大

会の開催数 

１８５大会 １６０大会 １６０大会 １６０大会 

日本スポ―ツ協会公認指

導者の登録者数 
111 人 130 人 135 人 155 人 

スポーツボランティアへ

の市民参加の割合 
7.70% 27.20% 17.10% 30.00% 
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【基本方針Ⅱ】  
 スポーツ大会及び合宿等誘致と地域資源を活用したスポーツ 
ツーリズムの推進  

 ◆主な取り組み   

（１）  スポーツ大会・合宿の誘致  

【  スポーツ振興課、観光振興課、市スポ―ツコミッション、スポ―ツ協会  】  

①   戦略的なスポーツ、合宿の誘致  

市スポーツコミッションが中心となり、スポーツ拠点施設や市街地の道

路環境などを活かして、関東、関西、九州圏内の実業団、大学、各種団体に

対して積極的なスポーツ大会や合宿の誘致を行ないます。  

スポーツ協会や各種目協会等が有する“つながり (人脈 )”を活かした誘致

活動を行なうほか、近隣自治体やくまもっと旅スポ（熊本県スポーツコミッ

ション）と連携して誘致活動を行います。  

令和５年度に供用開始した天草市陸上競技場に備わる「科学的な競技力

向上のサポート体制」や「傾斜走路」「１周１㎞の周回路」などをアピール

して、さまざまなスポーツ合宿を誘致します。  

 

②  市内スポーツ団体と連携したスポーツ大会の開催  

スポーツ協会や各種目協会等における、市外からの参加を伴う新規スポ

ーツ大会の開催を支援します。  

市スポーツコミッションで誘致する各種大会や合宿に対応する運営や審

判スタッフについて、各種目協会で対応することにより新規スポーツ大会

の開催につなげます。  

 

③  来訪者の受け入れ体制の構築  

スポーツコミッションを窓口として、宿泊、飲食、スポーツ施設予約など

総合的なワンストップ窓口の体制を整えることにより、市外からの選手や

関係者に対するサービス向上を図ります。  

市内の宿泊、飲食事業者などに対して、スポーツ大会や合宿等を受け入れ

る際の研修等を行い、スポ―ツに対する受け入れ体制の整備を図ります。  

スポーツ大会や合宿で必要な各種物品等の貸し出しを行い、スポーツに

専念できる環境整備を行います。  

障がい者スポーツの誘致に向けては、障がいがある選手が安心して本市

を訪れスポーツを実施するため、受け入れる環境や競技運営体制の整備充

実を図ります。  

 

④スポーツによる地域内消費の促進   

本市を訪れる大会・合宿の参加者に対して、本市の魅力ある地域資源を活

かしたスポーツツーリズムを推進し、来訪者の長時間（長期）滞在につなげ、

地域内消費の拡大につなげます。  

スポーツ大会の開催時において、会場周辺におけるマルシエ、農林水産物

やお土産品等の展示販売会の同時開催により地域内消費を促進します。  

スポーツ大会や合宿者に対する本市の地域資源情報（観光、食など）の事

前の情報発信により、地域内消費を促進します。  
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（２）  市民と来訪者との交流  

【  スポーツ振興課、観光振興課、市スポ―ツコミッション、スポ―ツ協会  】  

①  市民とアスリートが触れ合う機会の確保  

本市を訪れるトップアスリートと市民との交流イベント（○○教室など）

を実施し、市民がスポーツに対する興味・関心を高め、市内の子ども達をは

じめとする市民のスポ―ツ実施率や競技力向上などにつなげていきます。

また、交流イベント等で身近にアスリートを感じ学べることを理解しても

らうことにより市全体で市外からの呼び込む体制を築いていきます。  

さらに、本市で合宿するアスリートの情報を市民にリアルタイムで発信

し、直に見て親しみを感じてもらい、スポ―ツに対する関心を高める取り組

みを行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡・Ｊアンクラスサッカー教室】   【ヤクルトスワローズ野球教室】  

 

（３）  天草の自然を活かしたスポーツ活動の推進  

【  スポーツ振興課、まちづくり支援課、観光振興課、市スポ―ツコミッショ

ン、スポ―ツ協会  】  

①  豊かな自然を活かしたスポーツ活動の推進  

市内各地の海、山のアクティビティやイベント情報を市内外に広く発信

し、アウトドアスポーツに対する参加を促します。  

市内アウトドアスポーツの関係団体と連携して、市内の海、山における体

験型イベントや大会を開催し、市民と市外者の交流を図る取り組みを推進

します。  

 

 

 

 

 

 

 

  【ＳＵＰ (ｽﾀﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾊﾟﾄﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ)】    【トレッキング (登山 )イベント】  

 

②  市外からのアウトドアスポーツへの誘客  

くまもっと旅スポ (熊本県スポーツコミッション）と連携して、本市のア

ウトドアスポーツへの誘客を推進します。  

市外からのスポーツ大会や合宿参加者に対して、本市の海、山のアクティ

ビティ情報の提供を行い合宿等の合間を活用したアウトドアスポーツへの

参加を促します。  

 

③  気軽に取り組めるウォーキング、サイクリング等の推進  

市民が気軽にウォーキングやジョギング、サイクリングに取り組めるよ
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うコースの情報発信を行います。  

市民参加型のウォーキングイベント等の開催により、運動に対して「参加

したい」という意識の高揚を図ります。  

 

（４）  スポーツ関係の情報発信の充実  

【  スポーツ振興課、秘書課、市スポーツコミッション  】  

①   スポーツコミッションによる情報発信の充実  

市スポーツコミッションの取り組みで、ＷｅｂやＳＮＳ等を活用した情

報発信を行っていきます。  

市ホームページやみつばちラジオ等を活用して、市内（市民・関係者）に

対するスポーツ大会や合宿情報を提供します。  

近隣自治体や熊本県スポーツコミッション、天草宝島観光協会等と連携

して広域的に各種情報を発信します。  

 

②  各種メディアを活用した情報の発信  

スポーツイベントや各種取り組みを積極的に各種メディア等を活用して

発信し、天草ブランドの向上による誘客につなげます。  

 

 ◆今後の施策目標   

 ● 市スポーツコミッションが中心となりスポーツ大会や合宿で多くの来訪

者を呼び込み、市内の宿泊・観光産業と連携して地域活性化につなげると

ともに、スポーツツーリズムによる地域内消費の拡大を図ります。  

●市民とアスリートとの交流を図り、市民のスポーツに対する関心度を高め

ます。  

●多くの市民に対してスポーツ情報を提供し、スポーツに対する関心度を高

めます。  

 

 ◆ 成果指標   

項  目 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

（令和 3 年度） （令和 6 年度） （令和 7 年度） （令和 11 年度） 

スポ―ツ大会・合宿等誘

致による延べ宿泊者数 
2,169 人 10,017 人 15,750 人 20,000 人 

マラソン大会等参加者数 
3,864 人 

2,349 人 4,250 人 3,700 人 
※令和元年度値 

 ・スポーツ大会・合宿誘致者数  

最終年度目標値を 20,000 人に見直し  

16,500 人としていたが、これまでの実績を基に高い目標値を設定。大会・合

宿等誘致事業補助金及びスポーツ拠点施設等を利用した団体等の延べ宿泊者数を

実績とする。  

・マラソン大会等参加者数  

最終年度目標値を 3,700 人に見直し  

5,840 人としていたが、廃止された烏峠パノラママラソンや天草マラソンの  

競技種目の見直し（フルマラソン廃止）による参加者数の見込みを変更する。  
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【基本方針Ⅲ】  
 スポーツ交流による地域活性化を目指した施設の整備                               

 ◆主な取り組み   

（１）  スポーツ施設の充実  

【  スポーツ振興課、都市計画課  】  

①  スポ―ツ施設の利用促進  

 地域住民の健康増進や競技力向上のために利用できる環境づくりや、大

会や合宿等の誘致活動に取り組み、多様なスポーツに対応する環境を整備

し、施設利用者の増加を図ります。  

 

【天草市陸上競技場】        【本渡運動公園多目的広場】  

 

②  各地域の施設の長寿命化  

 各地域の拠点となる施設は、劣化状況等を調査把握し、計画的に改修等

を実施して長寿命化を図り、誰もが安全に安心してスポーツに親しめるよ

うな施設整備を推進します。また、施設の統廃合を進めていく中で、存続す

る各地域の拠点となる施設については改修工事等により設備の充実を図り

ます。  

 

【天草市スポ―ツ施設  地区別数（R８年３月時点）】  

地 区 名 体 育 館 運動広場 武 道 館 プ ー ル 交流施設 そ の 他 計 

本  渡  6 12  0  5 23 

牛  深  6 4 2   1 13 

有  明  8 7     15 

御所浦  1 1     2 

倉  岳  3 3 1    7 

栖  本  2 3     5 

新  和  4 5 1 1   11 

五  和  4 6     10 

天  草  2 4     6 

河  浦  4 5 1  1  11 

計  40 50 5 1 1 6 103 
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③  スポーツ拠点施設の整備  

屋外の競技及びイベント等において、天候に左右されることなく市民の

健康づくり・競技力の向上や、新たな長期合宿等の誘致を図るとともに、

地域活性化を創出する屋内多目的広場の整備に向けた取組みを進めます。  
多様化するスポーツニーズに対応するため、各地域のスポーツ拠点施設

の計画的な改修等により、誰もが快適で安全に利用できる施設環境を整備

し、スポーツを通した交流機会の拡大により、地域の一体感や賑わいを創出

します。  

 

 ◆今後の施策目標   

●多様化するスポーツニーズに対応するスポーツ施設の整備・充実を図り

ます。  

●スポーツ施設の劣化状況等を把握し、必要に応じて計画的な改修等を実

施して長寿命化を図るとともに、安全に利用できる施設環境を整備しま

す。  

 

 ◆ 成果指標   

 

項  目 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

（令和 3 年度） （令和 6 年度） （令和 7 年度） （令和 11 年度） 

スポ―ツ施設(社会体育

施設、学校体育施設)の

年間利用者数 

610,876 人 830,975 人 801,573 人 850,000 人 

・スポーツ施設の年間利用者数  

最終年度目標値を 850,000 人に見直し  

834,117 人としていたが、これまでの実績を基に高い目標値を設定。  

 

 

 

  第４章  次期天草市スポーツ推進計画に向けて    

１．第３次天草市総合計画（後期基本計画）への貢献  
 急激な少子化や人口減少、これに伴う地位間の格差などが発生し、これに対

応する必要があります。また、部活動の地域展開など子どものスポーツ環境整

備についても引き続き取り組んでいきます。  

また、国の第 3 期スポーツ基本計画には「スポーツそのものが有する価値」

（Well-being）や「スポーツが社会活性化等に寄与する価値」を高めることが

掲げられています。中間評価においても、「スポーツには、する、みる、ささえ

るといった活動への参画を通じて人々に楽しさや喜びをもたらすのみならず、

こうした行動を通じて人々が集い、つながることによって社会活性化や課題解

決、持続可能な社会の実現に寄与する価値がある」というスポーツが社会に与

える価値も重要な視点の一つとされています。  

 天草市においても、スポーツが天草市総合計画で進める各取り組みにどのよ

うに貢献しているのか検証するため、各指標を分析し、その貢献度の明確化に

取り組んでいきます。  
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  第５章  計画実現に向けた推進体制        

１ . 計 画の推進体制  

  本 市においてスポーツを推進するに当たっては、全ての市民が「いつで

も」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツを生涯にわたって親

しむことができる環境づくりを行い、本計画の基本理念に掲げた  

「スポーツで創ろう！いきいき日本の宝島“天草”〈スポーツは文化！！〉」

を実現するために、次のように本計画を推進します。  

 
 
〔計画推進体制〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）天草市スポーツ推進審議会  

   市内小中高校、天草市スポーツ協会、天草市スポ―ツ推進委員協議会、

天草市社会福祉協議会、社団法人天草郡市医師会等の各種スポーツ関係団

体からの代表により構成されている天草市スポーツ推進審議会において

本計画の進捗状況を把握し、必要な意見を天草市へ提言します。  

 

 （２）天草市のスポーツ推進  

   第３次天草市総合計画の分野別計画であるため、他の様々な計画と調整

しながら、関係部署と連携を図り、総合的かつ体系的な取り組みを推進し

ます。  

 

スポーツ推進審議会 

（関係団体の代表者） 

諮問 

答申 

進捗管理 

連携 

協力 

事務局：スポーツ振興

市 民 

一人ひとりのスポーツへの主体的な取り組み 

計画実行 

連絡・調整 

地域・関係団体 

天草市 

スポーツ推進計画 

(関係部署と連携) 

報告 指示 
進捗報告 

徹制度法億 



- 33 - 

２ . 計画の評価・見直し  

   本計画の期間である令和５年度から令和 11 年度まで、進捗状況の把握

ができるものについては、毎年度評価を行い必要に応じて計画内容の見直

しを行います。  

   期間の中間年度にあたる令和７年度及び最終年度の前年にあたる令和

10 年度から令和 11 年度においては、本計画の目標の達成度を把握・評

価を行い、地域情勢及び社会情勢の変化等も勘案して、次期計画へ反映さ

せていきます。また、中間年度及び最終年度には本計画の進捗状況及び目

標の達成度等について、天草市スポ―ツ推進審議会より市に報告・説明を

行います。  

   

 【  成果指標一覧  】  

基本方針 
基準値 現状値 中間目標値 最終年度目標値 

(令和 3 年度) (令和 6 年度) (令和 7 年度) (令和 11 年度) 

Ⅰ 

小学生(5 年生)の週 3 日以上の

スポーツ実施率 
62.60% 59.00% 64.10% 66.10% 

中学生(2 年生)の週 3 日以上の

スポーツ実施率 
74.80% 72.10% 76.30% 78.30% 

高校生(2 年生)の週 3 日以上の

スポーツ実施率 
55.90% 63.90% 57.40% 59.40% 

成人(18 歳以上)の週 1 回以上

のスポーツ実施率 
59.40% 59.30% 64.00% 65.00% 

小学生(5 年生)における新体力

テスト数値が県平均値を上回る

項目数（男女別） 

３項目 ５項目 １０項目 １１項目 

市スポーツ協会の各種目協会が

市内で実施する大会の開催数 
１８５大会 １６０大会 １６０大会 １６０大会 

日本スポ―ツ協会公認指導者の

登録者数 
111 人 130 人 135 人 155 人 

スポーツボランティアへの市民

参加の割合 
7.70% 27.20% 17.10% 30.00% 

Ⅱ 

スポ―ツ大会・合宿等誘致によ

る延べ宿泊者数 
2,169 人 10,017 人 15,750 人 20,000 人 

マラソン大会等参加者数 
3,864 人 

2,349 人 4,250 人 3,700 人 
※令和元年度値 

Ⅲ 
スポ―ツ施設(社会体育施設、

学校体育施設)の年間利用者数 
610,876 人 830,975 人 801,573 人 850,000 人 

注：小中高校生のスポーツ実施率については、学校教育などにおける運動は含まない。 

※1：令和３年度数値は、20 歳以上を対象にした数値となる。 
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【  ＰＤＣＡの実施サイクル  】  

 計 画 (Plan)、実施 (Do)、評価 (Check)、改善 (Act ion)を 繰り返す PDCA

サイクルを用いて、継続的に計画を改善していきます。  

 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月 

審議会 

            

PDCA 

            

 

 

Ｄｏ 

Check 

Action 

Plan 

事業の見直し・改善 

評価 

次年度 

予算要求 

第
１
回 

前年度事業 

見直し・改善 

Action 

次年度計画の立案 

事業の実施 

第
２
回 


